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平成３０年第４回教育委員会定例会会議録 

 

開会日時  平成３０年４月１１日（金） 午後２時００分 

場  所  中央区役所６階会議室 

出席委員  中央区教育委員会教育長職務代理     本宮典幸 

              委 員     森田潤一 

              委 員     渥美哲夫 

              委 員     窪木登志子 

説明のために出席した事務局職員 

              次  長    浅沼孝一郎 

              参  事    伊藤孝志 

              学務課長    森下康浩 

              学校施設課長    星野一晃 

              指導室長    吉野達雄 

              教育支援担当課長    細山貴信 

              統括指導主事    村上隆史 

              統括指導主事    上原史士 

              図書文化財課長    志賀谷優 

説明のために出席した区長部局職員 

              文化・生涯学習課長    木曽雄一 

              スポーツ課長    小林寛久 

書  記  中央区教育委員会事務局 

              教育行政推進係長    荻原雅彦 

              教育行政推進係員    宮崎眞里 

開  議  午後２時００分本宮教育長職務代理者開会宣言 

会議規則第３０条による署名委員 

              教育長職務代理者    本宮典幸 

              委  員    森田潤一 
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日程第１   議案第１９号 

 平成３０年度中央区教科書選定委員会（小学校）委員の委嘱について 

日程第２   議案第２０号 

 平成３０年度中央区教科書選定委員会（中学校）委員の委嘱について 

日程第３   議案第２１号 

 平成３０年度小学校教科書採択に関わる諮問について 

日程第４   議案第２２号 

 平成３０年度中学校教科書採択に関わる諮問について 

日程第５   報告事項 

 各課事業報告について 
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教育長職務代理者  開会に先立ちまして、ご報告いたします。本日は、島田教育長から、ご欠

席との届け出をいただいておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１３条第２項に基づき、教育長職務代理者として私が議事を進行

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから、平成３０年第４回教育委員会定例会を開会いた

します。 

 初めに、本日の会議録の署名委員を指名します。本日は、森田委員にお願

いします。 

 次に、私からご報告申し上げます。３月３０日開会の第３回教育委員会定

例会におきまして、議案第１４号「中央区教育委員会事務局幹部職員の人事

について」が可決され、４月１日付けで辞令の交付を行いましたことをご報

告いたします。 

 それでは、新たに就任された幹部職員の皆さん、一言ご挨拶をお願いいた

します。 

（幹部職員 自席にて挨拶） 

教育長職務代理者  それでは、本日の日程に入ります。日程第１、議案第１９号「平成３０年

度中央区教科書選定委員会（小学校）委員の委嘱について」、日程第２、議

案第２０号「平成３０年度中央区教科書選定委員会（中学校）委員の委嘱に

ついて」は、教科書採択に関する人事案件でありますため、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定に基づき、会議は非公開と

したいと存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長職務代理者  ご異議ないものと認めます。よって、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１４条第７項の規定に基づき、会議は非公開とすることに決定いた

しました。 

 傍聴の方は、一時退室をお願いいたします。 

 

（傍聴人 退室） 

 

（午後２時０３分 非公開委員会開会） 

 

－－－－－－ 非公開委員会 －－－－－－ 

 

(午後２時０９分 非公開教育委員会閉会） 

 

（傍聴人 入室） 
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（午後２時１０分 定例会再開） 

 

教育長職務代理者  次に、日程第３、議案第２１号、日程第４、議案第２２号は関連がありま

すので、一括して議題といたします。 

 議案第２１号、議案第２２号を、書記、朗読をお願いします。 

（書記朗読） 

教育長職務代理者  それでは、次長から提案説明をお願いします。 

次  長  議案第２１号「平成３０年度小学校教科書採択に関わる諮問」について、 

議案第２２号「平成３０年度中学校教科書採択に関わる諮問」について、

それぞれ提案説明。 

教育長職務代理者   ただいまの説明について、ご質問等ございましたら、お願いします。 

（「なし」の声あり） 

教育長職務代理者  ご質問等ないようですので、順次お諮りいたします。 

 初めに、議案第２１号を可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長職務代理者  ご異議ないものと認めます。よって、議案第２１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２２号を可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長職務代理者  ご異議ないものと認めます。よって、議案第２２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程第５、報告事項のうち、（１）と（２）について報告願います。 

参  事  「平成２９年度教育委員会表彰の実施結果」について、資料１により報告。 

       「訓令の改正」について、資料２により報告。 

教育長職務代理者  ただいまの報告について、ご質問等ございましたらお伺いいたします。 

（「なし」の声あり） 

教育長職務代理者  よろしいですか。 

 それでは、（３）から（５）について報告願います。 

学務課長  「平成３０年度在籍児童・生徒・園児数及び学級数」について、資料３に

より報告。 

「平成３０年度区立学校・幼稚園周年行事の実施予定日」について、資料

４により報告。 

「平成３０年度通学路防犯設備整備事業（防犯カメラ）設置予定校」につ

いて、資料５により報告。 

教育長職務代理者  ただいまの報告について、ご質問等ございましたらお伺いいたします。 
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森田委員  通学路の防犯設備整備事業についてお聞きします。平成３０年度に城東小

学校の通学路に防犯カメラを設置するということですが、城東小学校は再開

発を行っている地域にあり、現在は仮設校舎に児童が登校しています。再開

発が終わって、新校舎になったときには大きく状況が変わると思いますが、

将来的にはどのようにする予定なのでしょうか 

学務課長  城東小学校は、坂本町公園の仮設校舎で子どもたちが学校生活を送ってい

ます。城東小学校の本来の学区域から坂本町公園に通学してくる児童、スク

ールバスや公共交通機関を利用して通学してくる児童などさまざまですが、

今年度は仮設校舎への通学の現状を踏まえて防犯カメラの設置を行います。

再開発の工事が終わって新校舎に移ったときには、今年度設置する防犯カメ

ラの移設や新規での設置など、新校舎の状況に合った形で、皆さまのご意見

を伺いながら設置を進めてまいりたいと考えております。 

森田委員  防犯カメラの設置は都の補助金を活用して行っているということですが、

城東小学校の新校舎が完成したときにも都から補助があるのでしょうか。区

が全額負担することになるのでしょうか。 

学務課長  平成２７年度から平成３０年度まで、東京都が行っております通学路防犯

設備整備事業の補助金を活用して防犯カメラの設置を進めてまいりましたが、

この都の事業は、平成３０年度に終了いたしますので、それ以降については

区の財政的な措置に基づいて設置を進めていくことになる予定です。 

森田委員  わかりました。ありがとうございます。 

教育長職務代理者  ほかにご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

教育長職務代理者  それでは、（６）と（７）について報告願います。 

指導室長  「平成３０年度中央区教育委員会研究奨励校（園）」について、資料６に

より報告。 

「中央区オリンピック・パラリンピック教育の推進」について、資料７に

より報告。 

教育長職務代理者  ただいまの報告について、ご質問等ございましたら、お伺いいたします。 

（「なし」の声あり） 

渥美委員  一校一国運動についてお聞きします。これまでは各学校で多様性のある複

数の国について学習していましたが、平成２９年度にメイン交流国を決め、

今後はこのメイン交流国を中心にオリンピック・パラリンピックの開催年ま

で継続して学習していくということでしょうか。 

指導室長  渥美委員のご指摘のとおり、平成３２年度までメイン交流国についての学

習を継続してまいります。 

渥美委員  ありがとうございます。 



- 6 - 

 もう１点お聞きします。中央区だけでなく他の自治体でも同様の取組を行

っているのではないかと思いますが、中央区内だけでも複数の学校が一つの

国をメイン交流国に選んでいると、交流活動や講師などの依頼が殺到してし

まうのではないかと思うのですが、そのような心配はないのでしょうか。 

指導室長  「一校一国運動」という名称で取り組んでいるのは都内では中央区だけで

すが、東京都は「世界ともだちプロジェクト」という名称でいろいろな国に

ついて学んでいく、応援していくとういう活動を行っています。 

  一校一国運動のように、世界の国々について学び、応援など交流を行って

いく活動は、長野オリンピック・パラリンピックのときに始まりました。そ

の後の開催国でもその取組は継続され、各国でも教育的価値の高い活動であ

ると評価されています。それを受けて、本区、また東京都でもこの学習に取

り組んでおります。平成２９年度までは、各学校が各国の大使館に直接依頼

して交流を行っていましたが、大使館の業務に配慮するという理由で、今年

度から大使館への連絡は東京都が窓口になります。渥美委員にご指摘いただ

いたように、複数の学校が一つの国と交流するということは難しい面もある

と思います。 

本区では、保護者や地域の方、留学生等とのつながりやこれまでの交流活

動をとおして大使館や関係者としっかりパイプができているなど、現在ある

メイン交流国との関係を大事にしながら、一校一国運動をさらに発展させて

いきたいと思っております。 

渥美委員  わかりました。ありがとうございます。 

教育長職務代理者  ほかにございますか。 

森田委員  オリンピック・パラリンピックでは大会が終わった後のレガシーが大切だ

と言われています。平成３２年度以降も継続してオリンピック・パラリンピ

ック教育を行う予定はあるのでしょうか。 

指導室長  オリンピック・パラリンピック教育は、東京２０２０オリンピック・パラ

リンピック競技大会が終わったところで終了ではないということは平成２７

年度の取組当初から学校に説明しております。 

 森田委員からレガシーというお話がありましたが、オリンピック・パラリ

ンピック教育で行った学習や交流を継続するということがレガシーとなるの

だろうと思います。障害者理解やオリンピック・パラリンピックの競技など

の運動に進んで取り組む、一校一国運動のメイン交流国との交流を継続する

などの学習活動をレガシーとして残していきたいと思っております。 

森田委員  わかりました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。 

教育長職務代理者  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 
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教育長職務代理者  それでは、（８）と（９）について報告願います。 

図書文化財課長  「平成３０年度「子ども読書の日」記念事業の実施」について、資料８に

より報告。 

「平成３０年度区立図書館図書特別整理の実施に伴う臨時休館及び図書等

のリサイクルの実施」について、資料９により報告。 

教育長職務代理者  ただいまの報告につきまして、ご質問ございましたら伺います。 

森田委員  「子ども読書の日」記念事業は毎年実施しているものですか。 

図書文化財課長  毎年行っております。 

森田委員  昨年度の参加状況を教えていただけますか。また、今年度の事業が終了し

たら、今年度の参加状況も教えていただきたいと思います。 

図書文化財課長  昨年度の実績は、京橋図書館では、大人が１１名、子ども１２名の、合計

２３名の参加。日本橋図書館におきましては、大人が２０名、子ども２９名、

合計で４９名参加。月島図書館におきましては、大人が４１名、子どもは５

０名、合計９１名の参加となっております。 

今年度の実績は、事業終了後にお知らせします。 

森田委員  ありがとうございます。 

教育長職務代理者  ほかにご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

教育長職務代理者  よろしいですか。それでは、（１０）について報告願います。 

文化・生涯学習課長  「平成３０年度文化・生涯学習課事業一覧」について、資料１０により報

告。 

教育長職務代理者  ただいまの報告について、ご質問等ございましたらお伺いいたします。 

（「なし」の声あり） 

教育長職務代理者  よろしいですか。それでは、（１１）について報告願います。 

スポーツ課長  「平成３０年度スポーツ事業一覧」について、資料１１により報告。 

教育長職務代理者  ただいまの報告について、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

（「なし」の声あり） 

教育長職務代理者  よろしいですか。それでは、（１２）について報告願います。 

参  事  「意見・要望」の１件目及び泰明小学校標準服変更についての意見・要望

について、資料１２により報告。 

学習課長  「意見・要望」の２件目から４件目について、資料１２により報告。 

指導室長  「意見・要望」の５件目、６件目について、資料１２により報告。 

図書文化財課長  「意見・要望」の７件目から９件目について、資料１２により報告。 

教育長職務代理者  それでは、ただいまの報告について、ご質問等ございましたらお伺いいた

します。 

（「なし」の声あり） 
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教育長職務代理者  これで本日予定していた日程は終了いたしましたが、委員の皆さまから意

見等ございましたらお伺いしたいと思います。 

森田委員  第３回定例会で、泰明小学校の標準服変更に係る対応についてご報告いた

だきましたが、入学式を終えた現在の状況について教えていただけますか。 

参  事  泰明小学校の入学式の対応は、教育委員の皆さまに随時ご報告をさせてい

ただいたところでございます。入学式当日は多数のマスコミが泰明小学校の

周辺に集まりましたが、広報課や危機管理課と連携し、ＰＴＡの皆さま、所

轄警察のご協力を得て無事に終了しました。また、今週月曜日から通常の登

校、下校が始まっておりますが、本日まで特にトラブルもなく、安全に登下

校をしております。 

森田委員  ありがとうございました。区の関係部署や警察にご協力いただき、トラブ

ルもなく過ごせているとお聞きして安心しました。これからも、児童をやさ

しく見守っていただきたいと思います。 

教育長職務代理者   私も、児童が安心して安全に学校生活が送れるよう願っています。 

 ほかにご意見等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

教育長職務代理者  それでは、これで本日の委員会を閉会いたします。ありがとうございまし

た。 

 

午後３時１７分 教育長職務代理者閉会宣言 

 

署名委員                 

 


